








対象となる方 

平成28年熊本地震で被災された皆さまへ 平成28年4月28日 

このお知らせについて、できる限り多くの被災地の皆さまにお伝えで 

きるよう、配布・画像拡散などのご協力をお願いいたします。 

高齢者 
障がい者 

妊産婦 
＜熊本県での対応＞ 

熊本県内の各市町村に 
お申し込みください。 
 
※各市町村の問い合わせ先は 

 ウラ面のとおりです。 

（注）多くの旅館・ホテルなどが被災しており、受入可能な施設や人数が限定されるため、 

   宿泊施設をご紹介できない場合や九州他県の宿泊施設をご紹介することがあります。 

費用  
無料  

ご自宅が損壊するなどして、避難所など

で生活されている方々のうち、高齢者、

障がい者、妊産婦など特別な配慮が必要

な方と、その介助者 

お近くに該当する方はいらっしゃいませんか？   
避難所に、上記に当てはまる方がいらっしゃいましたら、宿泊施設の 
利用について、周囲の方々からのお声がけをお願いします。 

応急仮設住宅などの整備によって、避難

所として利用する必要がなくなるまでの

期間 

宿泊施設、食事、入浴 
※専門的な介護、特別な配慮を必要と 
 する食事の提供は除きます。 

避難所での生活で、 
特別な配慮を必要と 
されている方々へ 
お知らせください。 

など 

提供する期間 提供する内容 

! 

! 

熊本地震で被災された皆さまに、心よりお見舞い申
し上げます。お近くに目の不自由な方がいらっしゃ
いましたら、このお知らせの内容をお伝えいただき
ますようお願いいたします。 

旅館やホテルなどを緊急避難所として 
                       紹介しています 



 熊本市健康福祉政策課  096-328-2340   八代市健康福祉政策課 0965-33-4003 

 人吉市企画課      0966-22-2111   荒尾市福祉課     0968-63-1406 

 水俣市福祉課      0966-61-1640   玉名市総合福祉課   0968-75-1121 

 天草市健康福祉政策課  0969-23-1111   山鹿市環境課     0968-43-7211 

 菊池市福祉課      0968-25-7213   上天草市福祉課    0969-28-3381 

 宇城市高齢介護課    0964-32-1406   阿蘇市市民部福祉課  0967-22-3167 

 合志市健康づくり推進課 096-242-1183   美里町福祉課     0964-47-1116 

 玉東町町民福祉課    0968-85-3183   和水町総務課     0968-86-3111 

 南関町税務住民課    0968-57-8579   長洲町総務課     0968-78-3111 

 大津町福祉課      096-293-3510   菊陽町環境生活課   096-232-2114 

 南小国町企画観光課   0967-67-1112   小国町住民課     0967-46-2115 

 産山村健康福祉課    0967-25-2212   高森町住民福祉課   0967-62-1111 

 西原村住民課      096-279-4389   御船町福祉課     096-282-1342 

 嘉島町町民課      096-237-1111   甲佐町福祉課     096-234-1114 

 山都町健康福祉課    0967-72-1229   氷川町健康福祉課   0965-52-5852 

 芦北町住民生活課    0966-82-2511   あさぎり町生活福祉課 0966-45-7214 

 錦町住民福祉課     0966-38-1112   湯前町保健福祉課   0966-43-4112 

 多良木町町総務課    0966-42-6111   相良村保健福祉課   0966-35-1032 

 五木村保健福祉課    0966-37-2214        山江村健康福祉課   0966-24-1700 

 球磨村住民福祉課    0966-32-1112     

                       ※ 避難所が設置されていない一部の市町村は掲載しておりません。 

                                                          

  宇土市、益城町、南阿蘇村：熊本県薬務衛生課 096-333-2245  

熊本県内各市町村の相談窓口（電話番号） 

長崎県でも、旅館やホテルなどを緊急避難所として紹介しています。 

＜長崎県での対応＞ 

【費用】無料 【対象者】熊本地震で被災された方で、長崎県への一時避難希望者 

【提供期間】原則、1週間を単位として最大1か月まで 

【提供内容】宿泊施設、食事、入浴（専門的な介護、特別な配慮を必要とする食事の提供は除きます） 

開設場所：平成28年熊本地震長崎県緊急支援室内 
電話番号：直通095-895-2046  
開設時間：午前9時から午後5時30分 

相談 
窓口 




